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第10回定時総会を開催
　第10回定時総会は、令和３年６月25日(金)に岐阜市内の「都ホテル岐阜長良川」において開催
されました。
　総会に先立ち、知事表彰の披露が行われました。続いて総会が開催され、最初に優良事業所、
優良従事者及び創意工夫功労の表彰を行い、議事では、令和２年度事業報告、決算報告及び公益
目的支出計画実施報告議案が審議され承認されたほか、役員の選任案が審議され､原案どおり可
決されました。

理事長あいさつ

　第10回定時総会開会にあたり、一言ご挨拶
を申し上げます。
　本年の総会も、昨年の総会に続き、新型コ
ロナ感染症対応のため、会員の皆様には、出
来る限り事前の委任状提出をお願いし、出席
者を最小限にする形で行いました。 
　本来なら、多くの会員の方々にご出席いた
だき、決議事項のご審議と合わせ、直接日頃
の協会活動をご報告し、ご意見をお伺いする
大変よい機会にもかかわらず、このような開
催形態となり、お詫び申し上げるとともにご
理解を賜ればと存じます。
　まずは、岐阜県知事表彰を受賞されました
國本吉男様、このあとに行われます表彰式
で、産業廃棄物の適正処理の推進に寄与され
受賞される皆様には、日頃の業務へのご研鑽
に深く敬意を表しますとともに、引き続き、
協会事業運営に対してご高配いただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年の総会で、会員皆様のご承認に
より、新理事長として、廃棄物の適正処理と
いう社会的責任の一端を担うことを大変光栄
に思い、協会発展にご尽力されてきた先人た

ちへ敬意と、次の世代に受け継いでいただく
ための協会運営を決意しました。

理事長挨拶

　しかしながら、就任後の１年間を振り返る
と、まさにコロナ禍の１年間でありました。
　このような中、昨年度の協会の活動のいく
つかをトピック的にご報告しますと、まず、
最初に、従来、会議形式で開催しておりまし
た講習会は、試行的にオンラインを活用した
法令講習会を開催しました。オンラインの活
用におけるメリットを実感し、今後、各種研
修会等へ活用していく事業の契機となる取り
組みとなりました。
　続いて、組織強化につきましては、新規会
員の加入促進に努め、コロナ禍ではありまし
たが、これまで減少していました会員数も、
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微増ではありますが、増加に転ずることがで
きました。
　さらに、新型コロナウィルス感染症が拡大
する中で、岐阜県のコロナ対策をより迅速に
進めていただくために、昨年11月に寄附を行
いましたが、今後の協会公益事業の在り方を
考える機会にもなりました。
　こうした事業をコロナ対策という制限が係
る中で、進めてまいりました。
　今年度においては、岐阜県では、６月20日
に、まん延防止等重点措置が解除され、今
後、徐々に様々な活動が可能となると思われ
ますが、完全な終息が容易に見通せない中
で、従来どおりの活動が可能な状況になるか
はまだ不透明です。
　協会としては、今後の状況の推移を見なが
ら、オンライン会議システムの活用なども含
めて、できる限り会員企業とその職員に対す
るサービスを図るよう努めてまいりたいと考
えております。
　会員の皆様からも今後の協会活動の進め方
について、ご意見・ご提案があれば、遠慮な
く賜りたいと存じます。
　加えて、今後、予期せぬ地震、台風や集中
豪雨などによる災害が発生した際に、速やか
な災害廃棄物の処理対応に協力していくの
は、産業廃棄物の処理を専門とする私たち協
会の役目であります。私たち協会が、一早く
災害に対応して、地域住民の安全・安心を確
保するという社会的責任を果たしていくため
には、災害に対する協会の関わり方について
も、十分な検討を行い、実践できる体制整
備に努めてまいりますので、会員の皆様方に
は、今後も、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

　本日の総会においては、令和２年度の事業報
告及び決算等の第４号議案まででございます｡
　慎重審議のうえ、スムーズな議事進行への
ご協力をお願いいたします。
　最後に、今後とも、協会に対して、更なる
ご支援、ご協力を賜りますよう、お願いいた
しますとともに、会員皆様のご健勝とご活躍
を祈念いたしまして、定時総会の開会にあた
り、理事長の挨拶とさせていただきます。

優良事業所・優良従事者の表彰

　総会では、理事長挨拶に続いて、令和３年
度理事長表彰[優良事業所・優良従事者・創
意工夫功労]の表彰式が行われ、受賞事業所
及び被表彰者に、澤田理事長から表彰状と記
念品が手渡されました。
　受賞をされました事業所、従事者及び創意
工夫功労の方は、次のとおりです。

〔敬称略〕
○優良事業所
・株式会社　斉藤商店
・有限会社　薩南　
・株式会社　丸河興業

○優良従事者
・石田　謙治　岐阜代用燃料　株式会社
　　　　　　　代表取締役
・小塚　将樹　小塚メタル　株式会社
　　　　　　　代表取締役社長
・水野　敏美　セントラル建設　株式会社
　　　　　　　専務取締役　アスコンセンター　所長
・松下　博高　株式会社　フィルテック
　　　　　　　土木班　班長
・峰村　哲也　丸石　株式会社
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　　　　　　　法務部　係長　
○創意工夫功労
・山下　都弘　株式会社　カンチ　　　
　　　　　　　飛騨リサイクルセンター　工場長

受賞者の皆様

議　　事

　表彰式後、議事に移り、丸硝㈱　取締役兼
総務部長伏見典郎氏を議長に選出し、最初に
「第１号議案　令和２年度事業報告につい
て」、「第２号議案　令和２年度決算につい
て」及び「第３号議案　公益目的支出計画実
施報告について」が一括審議され、いずれも
原案のとおり可決承認されました。
　続いて、「第４号議案　役員の選任につい
て」においては、青年部会長交代による役員
の選任について審議され、全員賛成で原案の
とおり可決承認されました。

新役員の紹介

　第10回定時総会で選任された理事

知事表彰

　令和３年度廃棄物処理関係業務功労者に対
する知事表彰の伝達が、岐阜県庁舎環境生活
部長室において、内木 禎環境生活部長より
行われました。
○知事表彰受賞者
　國本　吉男氏　株式会社國本起業代表取締役

國本氏への知事表彰伝達

記念品贈呈

　知事表彰を受賞された 國本　吉男氏に、
当協会からの記念品が澤田理事長から贈呈さ
れました。

澤田理事長より國本氏へ記念品贈呈

特 集

役職名 氏名 区分 会社名等 備考

理事 森田　将也 正
青年部会長/
モリタ㈱
代表取締役

新任
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　　就任ごあいさつ

岐阜県環境生活部長　内　木　　禎

　本年４月の異動により、岐阜県環境生活部長に就任した内木でございます。貴協会報をお借り

しましてご挨拶を申し上げます。

　一般社団法人岐阜県産業環境保全協会並びに会員の皆様には、平素から廃棄物の適正処理の推

進にご尽力をいただくとともに、新型コロナウイルス感染症というかつて経験したことのない難

局に直面している中にあって、県民生活と経済に必要不可欠な社会インフラである廃棄物処理事

業を安全かつ安定的に継続いただき、誠にありがとうございます。

　感染性廃棄物の処理及び廃棄物処理における感染症対策にあたりましては、従前から「廃棄物

処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」や「廃棄物処理業における新型コロナウイルス対

策ガイドライン」等に基づく感染防止対策に加え、「事業継続計画(BCP)」の策定等を通じて継

続的な事業運営を確保していただいているところです。今後も、これらに基づく、継続的かつ的

確なご対応を改めてお願い申し上げます。

　さて、県では、本年４月に事業者及び行政がそれぞれの適切な役割分担のもとで取り組んでき

た循環型社会の着実な構築を目指し、第３次岐阜県廃棄物処理計画を策定しました。

　本計画では、基本方針を「資源循環型社会の形成」とし、廃棄物の減量化に係る基本的な取組

や近年の廃棄物処理を取り巻く情勢を踏まえ、「廃棄物の排出抑制・循環的利用及び適正処理の

推進」「美しい生活環境の保全」「災害・感染症・気候変動への備え」の３つを施策の柱にする

とともに、「プラスチックごみ削減の推進」「食品廃棄物削減の推進」「各主体との連携強化」

を重点分野に位置付けて、取組を推進することとしております。施策の推進にあたりましては、

貴協会並びに会員の皆様には格別のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

　結びに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念いたしまして、挨拶とさせていた

だきます。

あ い さ つ



－ 6－

　　就任ごあいさつ

岐阜市環境部長　長　屋　敏　樹

　本年４月の定期人事異動により、岐阜市環境部長に就任した長屋でございます。貴協会報をお
借りして一言ご挨拶を申し上げます。
　一般社団法人岐阜県産業環境保全協会の皆様におかれましては、平素より、産業廃棄物の適正
処理及びリサイクルの推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症は、発生から１年以上を経過しても、未だ収束の兆しが見えない状
況であり、市民生活や地域経済など多方面に亘り大きな影響を及ぼし、医療体制もひっ迫する深
刻な事態にあります。
　然しながら、こうした状況下であっても廃棄物処理は、市民生活や社会・経済活動に不可欠な
事業であり、エッセンシャルワーカーである皆様のご尽力に心から敬意を表します。
　本市の環境行政につきましては、国が2050年カーボンニュートラルを掲げ、経済と環境の好循
環、グリーン社会の実現を打ち出す中、「岐阜市地球温暖化対策実行計画」に基づき、温室効果
ガス削減対策を推進するため、ゼロエネルギー住宅、家庭用燃料電池などの省エネ設備の整備
や、家庭用リチウムイオン蓄電池の設置にかかる支援を充実し、地球温暖化対策に資する市民の
取り組みを後押ししております。
　加えて、ごみの発生抑制や再生利用など、資源を有効利用する循環型社会を構築するため、
「ごみ減量・資源化指針」を改定するとともに、令和４年度から実施する「プラスチック製容器
包装」の資源化につきまして、市民への啓発活動をさらに進めていきたいと考えています。
　さて、本年５月、本市の行政庁舎は、岐阜市司町に移転いたしました。新庁舎は、利便・快
適・防災・環境を追求し、「市民の皆様に開かれた庁舎」を基本コンセプトとして建設いたしま
した。環境面では、環境に配慮した持続可能な庁舎として、岐阜市の気候や風土を活かし、太陽
光や地中熱・地下水など自然エネルギーの有効活用を図っております。
　また、４階議会フロアには屋上緑化を兼ねて、岐阜や金華山にちなんだ植栽がされた「みどり
の丘」を設け、来庁者の憩いの場として開放しております。会員の皆様も新庁舎をご訪問された
際は、ぜひ足をお運びいただければ幸いです。
　結びに、現下のコロナ禍の終息とともに、貴協会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念
いたしまして、挨拶とさせていただきます。

あ い さ つ
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行政ニュース

廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続について

　　岐阜県環境生活部廃棄物対策課

　令和 3年 4月 5日付け環循適発第2104051号及び環循規発第210451号「廃棄物処理施設等の更
新及び交換に係る手続について」(以下「更新取扱通知」という。)により、廃棄物処理法に基づ
く産業廃棄物処理施設(以下「法許可施設」という。)の更新及び交換に関する取扱いが示されま
した。
　これを踏まえ、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例に基づく小規模産業廃棄物処理施設及
び岐阜県産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)に基づく再生活用
施設の更新等についても、同様の取扱いとすることとしました。
　ついては、下記にご留意のうえ、処理施設の更新にあたっては、事前に所管する岐阜地域環境
室又は県事務所環境課までご相談を頂くようお願いします。

  【留意事項】
1 　施設更新に関する基本事項
　　更新取扱通知第一において、「施設を廃止し撤去した場合においても、当該設置許可等まで
もが廃止されたものとは解されない」と記載されているとおり、更新後の施設については、
更新前に受けた設置許可等に基づき新たな施設を設置することとなります。

　　したがって、更新後の施設については、設置許可を受けた(届出を行った)とおり設置を行う
必要があり、更新後において更新前と同一ではない施設を設置する(何らかを変更する)場合
には、当該変更に係る手続が必要となります(更新取扱通知第四参照)。

　　変更内容によっては、変更許可等の手続きが必要となるほか、岐阜県産業廃棄物処理施設の
設置に係る手続の適正化等に関する条例(手続条例)に基づく手続きが必要となる場合があり
ますので、特に同一ではない施設に更新を行う場合には、事前相談を行っていただくととも
に、相談期間を含め計画的に実施いただくようお願いします。

　　なお、廃棄物処理法第15条の 2の 6第 3項(第 9条第 3項準用)及び指導要綱第12条第 4項に
おいて、施設を廃止した場合には遅滞なく(速やかに)廃止届出を行わなければならないこと
とされており、具体的な更新の計画等がなく施設を廃止した場合には、廃止届出を行う必要
があります。

　　また、他法令の規制を受ける場合がありますので、必ず事前確認を行ってください。
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2 　指導要綱に基づく手続きについて
⑴着工届出について
　指導要綱第 9条第 1項において、設置等工事着工届出書を提出した後に工事に着手するこ
ととしておりますが、処理施設の更新等にあたっても、当該着工届出書の提出が必要となり
ます。
　なお、当該届出書には「他法令等の規制が解除されたことを証する書類の写し」を添付
することとしていますが、施設の更新手続きにおいては、県において他法令の規制状況の
確認・教示を行いません(行う機会がありません)ので、事業者自らが別添「他法令規制確認
票」により、他法令の規制状況を確認いただくとともに、着工届出書と併せて当該確認票に
よる確認結果を提出してください。

⑵使用前検査について
　更新取扱通知第二において、法許可施設の更新にあたっては、廃棄物処理法第15条の 2第
5項に規定する使用前検査を受け、申請書に記載された設置計画に適合すると認められた後
でなければ、当該施設を使用することは出来ないこととされています。
　同様に、小規模産業廃棄物処理施設及び再生活用施設についても、指導要綱第 9条第 5項
に基づき使用前検査を受け、同条第 6項に規定する使用前検査適合通知書の交付を受ける必
要があります。

行政ニュース
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行政ニュース
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行政ニュース
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行政ニュース
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行政ニュース
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行政ニュース
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地 域 だ よ り
～岐阜県・現地機関ニュース～

高病原性鳥インフルエンザ発生に伴う
野鳥の監視について

岐阜県可茂県事務所環境課　

　可茂地域は岐阜県のほぼ中央に位置しており、10の市町村(美濃加茂市、可児市、坂祝町、富
加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町)があります。面積は約834km²、
人口は約22万人(R3.4.1の推計値)の地域です。
　この可茂地域には、木曽川、飛騨川等が流れ、ため池も多数あり、冬季には多くの渡り鳥が飛
来しています。
　今シーズン(令和２年～３年)は、家きん、野鳥からの高病原性鳥インフルエンザ発生件数が全
国的に多い年となりました。
　野鳥については、令和２年10月24日に北海道紋別市で採取した野鳥糞便から、高病原性鳥イン
フルエンザウイルス(H５N８亜型)が検出された案件を皮切りに、全国各地で高病原性鳥インフ
ルエンザが確認されました。
　環境省は、高病原性鳥インフルエンザ発生に伴い、令和２年11月５日付けで野鳥の対応レベル
(※１)を最高レベルとなる「対応レベル３」に引き上げて、全国で野鳥の監視を強化しました。
　岐阜県では、「岐阜県野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル」に基づいて、
当県事務所環境課においても野鳥の監視を行っていましたが、令和３年１月２日に、美濃加茂市
内の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが発生し、関係する県事務所環境課で野鳥の監視を強化
しましたので、その状況を報告いたします。

１　高病原性鳥インフルエンザ発生に係る対応経過
　令和３年１月２日、美濃加茂市内の養鶏場において、飼養鶏の遺伝子検査を実施したところH
５亜型と判明し、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であると確認されました。(今シーズン
家きん国内34例目)
　１月３日、確定検査の結果、高病原性鳥インフルエンザウイルスのNA亜型が判明し、H５N
８亜型であることが確認されました。
　殺処分については、１月２日に開始し(飼養羽数　約68,000羽)、１月５日に殺処分及び防疫措
置が完了しました。

２　野鳥の監視強化
　高病原性鳥インフルエンザの発生を受けて、１月２日に環境省が野鳥監視重点区域(発生地点
から半径10km以内)を指定し、県は野鳥の監視を強化しました。
　当県事務所環境課では、管内の監視ポイントを９か所選定し、１月３日からパトロールを開始
しました。
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　２月４日24時に環境省が野鳥監視重点区域を解除(※２)するまで、毎日パトロールを行いまし
た。
　パトロール中、多くの県民の方から死亡野鳥の情報をいただき、市町村職員と連携して現地調
査を行いました。調査のうち３件の死亡野鳥(フクロウ、キジバト、オオバン)の簡易検査及び遺
伝子検査を行いましたが、検査結果はいずれも陰性でした。
　４月に入り、高病原性鳥インフルエンザの発生が次第に少なくなり、国内の野鳥監視重点区域
がすべて解除となったことから、４月30日に環境省が野鳥の対応レベルを「対応レベル１」に引
き下げ、今シーズンの終息を迎えました。

　最後に、期間中多くの死亡野鳥等の情報を提供していただいた県民の皆様、また通報にその都
度対応していただいた市町村職員の皆様に、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

(※１)対応レベル：国内外の高病原性鳥インフルエンザの発生状況により、環境省が野鳥の監視
　　　　　　　　　体制の対応レベルを設定しています。

表１　発生状況に応じた野鳥の監視体制の対応レベルの概要

(※２)家きんの場合は、防疫措置完了日(１月５日)の次の日を１日目とし、30日目の24時に解除
　　　されます。

発生状況 対応レベル 発生地周辺の調査
（発生地から半径10kmを基準とする）

通常時 対応レベル１ なし
国内発生時（単発時） 対応レベル２ 野鳥監視重点区域に指定
国内複数箇所発生時 対応レベル３ 野鳥監視重点区域に指定
近隣国発生時 対応レベル２または３ 必要に応じて野鳥監視重点区域に指定

地 域 だ よ り
～岐阜県・現地機関ニュース～

監視状況 回収した死亡野鳥（オオバン）
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　一般社団法人岐阜県産業環境保全協会の皆様におかれましては、生活環境の保全活動や日々の
産業廃棄物の適正な処理、再生利用に向けた各種取組に格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げま
す。
　中津川市は、岐阜県東南端に位置し、東は木曽山脈、南は三河高原に囲まれ、中央を木曽川が
流れる豊かな自然資源に抱かれた風光明媚なまちです。
　本市は、古くは中山道の宿場町(馬籠宿、落合宿、中津川宿)として、行き交う人々の交流の中
で商業が興り、また交流により街道文化が育まれ発展してまいりました。明治に入ると鉄道が敷
かれ、製糸業や製紙業などの近代工業に牽引され、また戦後の車社会においては、国道19号の整
備、中央自動車道の開通などによる交通アクセスの向上により、東濃東部の工業都市となりまし
た。将来に向けては、リニア岐阜県駅と中部総合車両基地が設置されるリニアのホームタウンと
して新たな時代の交通の要衝、産業のまちとしての役割に期待が膨らんでいるところです。
　本市を取り巻く環境と社会動向の変化や地球規模での環境課題を踏まえ、先人達によって守り
受け継がれてきた豊かな自然環境を次世代に継承していくため、令和 2年度に「第三次中津川市
環境基本計画」の中間見直しを実施しました。計画には、「自然共生地域づくり」、「循環型地
域づくり」、「低炭素型地域づくり」、「安全安心な環境づくり」、「環境保全に向けた人づく
り」の 5つの柱を基本方針とし、なかでも「循環型地域づくり」では、限りある資源を好循環さ
せる地域づくりを目指すために、ごみの減量化と再資源化の推進を図る施策を掲げております。
　また、今回の計画見直しに際しては、国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」や二酸
化炭素排出削減ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」など新たな視点も取り入れており、計画の
見直しに合わせ、中津川市区長会連合会と共同で「ゼロカーボンシティ」を目指すことを宣言し
ました。令和 2年度には区長会連合会の皆さんが中心となり、市の出前講座を通して地球温暖化
防止対策について学び、その学びをもとに各地域での活動目標を定めました。今後も脱炭素社会
の実現を目指し、ごみの減量化をはじめとした生活に身近な観点での地球温暖化対策活動に地域
と協力して取り組んでまいります。
　最後に、今後とも廃棄物行政にご理解とご協力をお願いするとともに、貴協会の益々のご発展
と会員の皆様のご健勝とご活躍を心よりご祈念申し上げます。

「廃棄物を減らし、限りある資源を好循環させる
地域づくり」

中津川市長　青　山　節　児　　　

シ リ ー ズ

わがまちの環境保全と対策
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労働安全衛生

「安全衛生を取り巻く現状＜熱中症対策＞について」 

岐阜労働局労働基準部健康安全課  
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労働安全衛生
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労働安全衛生
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労働安全衛生
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労働安全衛生
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労働安全衛生
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協 会 だ よ り

<(一社)岐阜県産業環境保全協会>

○理事会の開催
｢第１回理事会｣
　令和３年度第１回理事会が、令和３年
５月19日(水)に｢岐阜県水産会館｣で開催さ
れました。
　最初に報告事項として次のことが報告さ
れました。
⑴  会議報告
•(公社)全国産業資源循環連合会中部地域
協議会令和２年度第２回全体会議

  (Web会議)
⑵　委員会等報告
•総務委員会
　第１回委員会の開催結果について
•研修指導委員会  
  第１回委員会の開催結果について
•広報編集委員会
　第１回委員会の開催結果について
　協会報｢ぎふ環境保全｣第126号の発行に
ついて

•適正処理委員会
　第１回委員会の開催結果について
⑶　青年部会動向について
•第８回、第９回役員会議(12月17日、
１月13日)開催結果について

•中部ブロック『SDGs｢WEB｣セミナー』
(２月３日)参加について

•定時総会(４月14日)開催結果について
　部会長にモリタ株式会社の森

も り た ま さ や

田将也氏
が就任

•令和３年度第１回役員会議(５月13日)
開催結果について

　続いて次の議案について審議が行わ
れ、いずれも原案どおり可決承認されま
した。
第１号議案　令和２年度事業報告について
第２号議案　令和２年度決算について
第３号議案　公益目的支出計画実施報告に
 ついて
第４号議案　新規加入会員の承認について

　引き続き、青年部会長交代に係る｢役員の
選任｣の協議が行われ、原案のとおり可決承
認されました。

第１回理事会

○委員会の開催
•総務委員会(４月21日開催)
　安全衛生研修会は、｢新型コロナウイル
ス感染予防｣のような情勢にあった内容
の研修を行うこととしました。次に、
｢行政との懇談会｣は12月頃を目途に、
開催することとしました。次に、未締
結の市町村との災害復旧協定の締結を
個々で行うか一括で行うか検討を進め
ると共に、現在の支援体系についても
見直しを行い、再作成を行うこととし
ました。また、女性部会の令和４年度
発足を目ざし、人集めを行っていくこ
ととしました。

　研修等の開催は県の新型コロナウイル
ス感染拡大予防の方針に従って決定す
ることとしました。

•研修指導委員会(４月20日開催)
　研修会について、｢先進的処理施設等視
察研修会｣は、今年度も良い視察候補
施設が見当たらないことと、新型コロ
ナ禍の中を多人数で出かけることは不
適切と思えるので見送ることとして、
｢SDGs｣、｢産業廃棄物関係法令｣、｢協
会員が活用できる補助金制度の概要｣の
内容で研修会を対面式とリモートの併
用で開催を進めることとしました。

　研修等の開催は県の新型コロナウイル
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ス感染拡大予防の方針に従って決定す
ることとしました。

•広報編集委員会(４月23日開催)
　ホームページリニューアルの概要をとり
まとめ、今後サブページなどを決定して
いくこととしました。｢協会報発行｣は従
来どおりの編集方針で実施しますが、
作成冊数の見直すこととしました。｢協
会要覧｣についても、今年度は従来どお
りとしますが、ホームページにも載せ
ているので部数を減らし、その費用を
他の事業費に回せないか検討していく
こととしました。協会カレンダーは前
年度同様に作成することとしました。
また、産業廃棄物処理業のイメージア
ップのためパンフレット、啓発グッズ
や配付対象者の検討をしていくことと
しました。　

　事業活動としては、４月に｢ぎふ環境保
全第126号｣を作成・発行しました。

•適正処理委員会(４月22開催)
　｢会員企業の産業廃棄物処理施設の視察｣
は、昨年度、新型コロナ感染拡大状況
を鑑み見送りましたが、今年度も新型
コロナ感染拡大状況を踏まえながら実
施することとしました。次に、行政か
らの不法投棄撤去依頼があった場合、
案件を個別に当委員会で検討し、撤去
することが適切であり、実施が可能で
あれば理事会に提案することとしまし
た。また、小学校などへ産業廃棄物業
のイメージアップのためパンフレット
等広報グッズを作成・配布を検討して
いくこととしました。

○研修指導委員会の活動
•関係法令研修会の開催
　令和３年６月25日(金)15時から都ホテ
ル岐阜長良川で、｢廃棄物処理法につい
て｣と題して、岐阜県廃棄物対策課の
勝野技師から講義をしていただきまし
た。

　なお、今回は新型コロナウイルス感染

拡大予防対策のため対面とリモートの
ハイブリッド型研修会としました。

　リモートでの参加の皆様には、事前に
メールにより申込みいただき、当日は
各職場等で受講していただきました。

法令研修会

<(公社)全国産業資源循環連合会>

○(公社)全国産業資源循環連合会
　会長表彰
　廃棄物処理業功労者等に対する令和３年
度(公社)全国産業資源循環連合会会長表彰
が決定されました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止ため、
表彰式は執り行われず、６月下旬に受賞者
へ送付されました。
　当協会の会員からは、次の方々が受賞さ
れました。

○功労者表彰
　木村　順一　様
　㈱斫木村　取締役会長
○地方功労者表彰
　山下　八起　様
　㈱レミックマルハチ　代表取締役社長　
○優良事業所表彰
　富士和商事㈱
○地方優良事業所表彰
　東海エコシステム㈱　様
　伊藤建設㈱　様
○優良従事者表彰

協 会 だ よ り
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会員数の状況

                                          (令和 3年 7月 1日現在)

協 会 だ よ り

　山田　和裕　様　㈱カンチ
　藤吉　基晴　様　㈱カンチ
　藤田　量敏　様　㈱フィルテック

<中部地域協議会>

○専務理事会議
　令和３年５月24日(月)に令和３年度第１

回専務理事会がWeb会議により行われ、令
和２年度中部地域協議会事業報告書、収支
決算及び監査報告について、令和３年度収
支予算等について協議されました。　
　当協会からは、大坪専務理事が出席しま
した。

正 会 員 ２８６

賛 助 会 員 ５８

特 別 会 員 ３

合 計 ３４７

加 入 日 会 員 名
代表者職氏名

住　　所
電話番号 会員区分

5 月 19 日 王 春 工 業　株 式 会 社 　
代表取締役　加　藤　久仁明

〒 487-0013
愛知県春日井市高蔵寺町 3-39

☎ 0568-51-0072
正 会 員

5 月 19 日 北　村　組　有限会社
代表取締役　北　村　友　秀

〒 501-6232
羽島市竹鼻町狐穴 414-2

☎ 058-392-4779
正 会 員

5 月 19 日 株 式 会 社　古田興業
代表取締役　古　田　智　裕

〒 503-2207
大垣市枝郷 2-2-1

☎ 0584-51-6874
正 会 員

5 月 19 日 有 限 会 社　山正環境管理
代表取締役　山　田　芙美枝

〒 509-7202
恵那市東野 2200-9

☎ 0573-26-5630
正 会 員

5 月 19 日 株 式 会 社　リュウセイ
代表取締役　渡　辺　康　司

〒 503-0114
安八郡安八町森部 2416-1

☎ 0584-64-6868
正 会 員

会員名 住　所 電　話 認定年月日 許可区分

㈱上野産業 〒 509-9231
中津川市上野867番地の12

(0573)
75-4760 令和 2 年 8 月10日

岐阜県
・産業廃棄物
収集運搬業

新規加入会員の紹介

優良産業廃棄物処理業者認定会員の紹介
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協 会 だ よ り

<青年部会の動向~未来人~>

○第18回定時総会開催
　令和 3年 4 月14日(水)にドリームシアターにおいて青年部会の第18回定時総会が開催されま
した。参加者14名、委任状提出者11名により以下の議案が審議され、原案どおり承認されまし
た。

第 1号議案　2020年度事業報告並びに決算承認の件
　　　説明　第 1号議案：前年は新型コロナウイルス感染症の影響により思うような活動が出
　　　　　　来ず大半の事業が中止若しくは延期になり、その影響により予算も多く繰り越し
　　　　　　することとなった。

第 2号議案　2021年度事業計画(案)並びに予算(案)承認の件
　　　説明　今期も前期同様思うように事業活動が出来ない事が予測されるが、時勢に臨機応
　　　　　　変対応し、オンライン形式の活動を積極的に取り入れ、コロナ禍であっても参加
　　　　　　しやすい事業を行う計画を立てた。予算に関しては通常活動費を前年より多く取
　　　　　　り、少しでも多くの青年部会員の方に参加していただけるような事業の計画と、
　　　　　　会員増強のための啓発活動を行う。

第 3号議案　役員改選の件
　　　説明　本年は13名により役員編成をした。また、役員会の進行、各役員への伝達、事業
　　　　　　等がスムーズに行えるよう新たに統括幹事を設けることとした。新規役員は下記
　　　　　　一覧のとおり。

部会役職 氏　　名 会　社　名
会 長 森田　将也 モリタ㈱
統括幹事 伊藤　博人 ㈱藤谷
副 会 長 中尾　正邦 ㈱ワイエス・コーポレーション
副 会 長 早川　卓馬 ㈱斫木村
幹 事 清水　健史 中日本クリーナー㈱
幹 事 伊藤　裕一朗 伊藤建工㈱
幹 事 江﨑　裕一 ㈱大雅
幹 事 大坪　直行 ㈱あおやま
幹 事 酒井　英至 ㈱マルエス産業
幹 事 齋藤　和信 ㈱斉藤商店
会計監事 佐藤　慶治 ㈲海津リサイクルセンター
会計監事 野々村　剛司 ㈱野々村商店
顧 問 小塚　将樹 小塚メタル㈱

第 18 回定時総会

〔敬称略〕
新役員紹介



－ 27 －

新部会長あいさつ

　　　　

　今期青年部会会長に仰せつかりました森田です。

　前期は新型コロナウイルスの影響により思うような活動が出来ず、心苦い一年となりました

が、新しい時代への学びの一年にもなったことと思います。新型コロナウイルスに関しては、

今期もまだまだ予断を許さない状況ではありますが、前期に学んだ新しい形を大いに生かし、

オンライン事業等コロナ禍であっても臨機応変に活動し、多くの青年部会員の皆様が安心して

参加できるような事業の開催を計画していきたいと思っております。

　私自身本業が、産業廃棄物の排出側がメインになりますが、排出側から産業廃棄物処理また

は排出に関して正しい資源循環を青年部会員のみなさま、親会の方々、また、地域の方々と一

緒になって考えていき、地域の活性化に繋げていけたらと思っております。

　微力ではございますが、精一杯頑張りたいと思いますので、皆様のお力添えの程宜しくお願

い致します。

協 会 だ よ り
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2021年度｢産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規・更新)｣
及び｢特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会｣試験日程について

一般社団法人岐阜県産業環境保全協会

　2021年度の講習会は、2020年度に引き続き、事前にパソコンで講義ビデオを視聴して受講
し、会場で試験を受ける 2段階形式により行われます。
　岐阜会場の試験日程は、次のとおりです。

　*会場　OKBふれあい会館(第 1棟 3階 302）岐阜市薮田南 5 ‒14 ‒ 53

　申込方法は、Webのみとなります。書面(受講の手引き)を使った郵送による申込みはできま
せん。
　講習会実施機関の(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのWebから申込みください。
　Web申込みでは、本人確認用の顔写真(画像ファイル)の登録が必要です。(Web申込みを行う
パソコンに、あらかじめ画像ファイルを保存しておきます。)
　お申込み前に、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターWEBをご覧いただき、顔写真(画像
ファイル)をご準備いただくとお申込みがスムーズです。

実施機関　 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)
https://www.jwnet.or.jp/workshop/index.html

お 知 ら せ

課　程 期　日 時　間 定員 受付状況

新規　産業廃棄物
収集運搬課程

2021年 9 月 8 日 (水) 受付開始　 9：20
試験開始　 9：50 56 人 受付終了

2021年 9 月 8 日 (水) 受付開始　13：00
試験開始　13：30 56 人 受付終了

更新　産廃又は特管
産廃　収集運搬課程

2021年 7 月 21日 (水) 受付開始　13：00
試験開始　13：30 56 人 受付終了

2021年 9 月 9 日 (木) 受付開始　13：00
試験開始　13：30 56 人 受付終了

2021年 12月 3 日 (金) 受付開始　 9：20
試験開始　 9：50 56 人 受付中

2021年 12月 3 日 (金) 受付開始　13：00
試験開始　13：30 56 人 受付中

特別管理産業廃棄物
管理責任者

2021年 7 月 21日 (水) 受付開始　 9：20
試験開始　 9：50 56 人 受付終了

2021年 9 月 9 日 (木) 受付開始　 9：20
試験開始　 9：50 56 人 受付終了

2021 年 7 月 7 日現在



－ 29 －

お 知 ら せ
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※　改正廃棄物処理法が､平成29年 6 月 9 日に成立し､ 6 月16日に公布されました｡この改
正により､多量の産業廃棄物を生ずる事業所を設置している者として環境省令で定める者
(前々年度に50t以上の特別管理産業廃棄物を排出した事業所)が産業廃棄物の運搬又は処
分を他人に委託する場合には､電子マニフェストの登録を行わなければならないこととな
りました。

　　なお､義務化は､令和 2 年 4 月 1 日から施行されました｡(改正廃棄物処理法第12条の 5 ､
　同法附則第1条第 2号､廃棄物処理法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令第1条)
　この機会に､電子マニフェストの導入を是非ご検討ください。

<電子マニフェストシステム(愛称：JWNET)の加入申込み>
ー事業者のマニフェスト事務の効率化のためにー

1　申込み方法申込み方法
　(公財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページのWeb申込フォームから申込みして
ください。

2　利用料金利用料金
⑴　排出事業者⑴　排出事業者

岐阜県内の加入状況岐阜県内の加入状況
令和 3 年 6月2 2日現在令和 3 年 6月2 2日現在

⑵　⑵　収集運搬業者収集運搬業者
⑶　処⑶　処　分　業　者

3　問い合わせ先問い合わせ先
(公財）日本産業廃棄物(公財）日本産業廃棄物
　　　　　　　　　　　　　処理振興センター処理振興センター

ホームページアドレスホームページアドレス
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/https://www.jwnet.or.jp/jwnet/
JWNETサポートセンターWNETサポートセンター

在宅勤務を実施しているため、電話が
大変つながりにくくなっております。
▼電話サポート　対応時間
【平日9：00～12：00、13：00～16：00】

電話：電話：0800 800 90230800 800 9023
(フリーアクセス、通話料無料)(フリーアクセス、通話料無料)

※IP電話等フリーアクセスがご利用で
　きない場合は､03‒5275‒7023まで
　おかけください。

利用区分 A料金 B料金
少量排出事業者
団体加入料金
（C料金）

基　本　料
（１年間） 26,400円 1,980円 不　要

使　用　料
（登録情報１件につき） 11円 (90件まで無料)

22円 22円

利用区分の目安と
なる年間登録件数 2,401件以上 2,400件以下 ―

加 入 区 分 加 入 者 数

排 出 事 業 者 5 , 4 5 7

収集運搬業者 3 8 8

処 分 業 者 1 7 3

合 計 6 , 0 1 8

利用区分 ⑵収集運
　搬業者

⑶　処　分　業　者
処分報告
機能のみ
　　　　※１

処分報告機能+２次登録機能※２

A料金 B料金

基　本　料
（１年間） 13,200円 13,200円 26,400円 13,200円

使　用　料
（登録情報１件につき） ― ― 11円 (90件まで無料)

22円

利用区分の目安と
なる年間登録件数 ― ― 1,381件以上 1,380件以下

排出事業者の加入単位　排出事業場単位または排出事業場を管轄する
本社、支店、営業所単位など

※ 1　処分終了報告、最終処分終了報告を行う機能のみの料金です。
※ 2　上記１の機能と併せて、中間処理後の残さを電子マニフェスト
　　登録（２次マニフェスト登録）する機能の料金です。

　収集運搬業者の加入単位
　　業者単位で加入、１業者の複数加入も可能

　処分業者の加入単位
　　処分事業場単位（同一敷地内に中間処理施設及び最終処分施設が
　　ある場合、１事業場とすることも可能）

お 知 ら せ
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の購入について
【産業廃棄物管理票(マニフェスト)の購入方法】

　

○協会事務局で直接購入する場合

　窓口にて購入申込書に必要事項を記入していただき、現金と引き換えで購入してください。

　

○発送を希望する場合

　次ページの｢産業廃棄物管理票(マニフェスト)購入申込書｣に必要事項をご記入の上、FAX

で送信をしてください。

　申込書の記載内容を確認後、翌営業日(土日祝日を除く)に発送します。ただし、協会の行

事、諸事情によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

　産業廃棄物管理票代金及び送料は発送の際に同封する｢払込取扱票｣により、到着日を含め10

日以内にゆうちょ銀行(郵便局)へお振込みください。なお、振込手数料は無料です。

　

○送料について

　会員は無料、非会員は購入者の負担となります。

　非会員は、産業廃棄物管理票代金と共に送料をお振り込みいただきます。

　詳細につきましては、事務局までお問い合わせください。

【産業廃棄物管理票(マニフェスト)の書き方等の小冊子の購入方法】

　産業廃棄物管理票((公社)全国産業資源循環連合会発行)、建設系廃棄物マニフェスト(建設

六団体副産物対策協議会発行)の書き方等の小冊子を希望される方は、次ページ｢産業廃棄物管

理票(マニフェスト)申込書｣の冊子欄に数量をご記入ください。マニフェストと同送いたしま

すので、マニフェスト代金と併せてお支払いください。 

お 知 ら せ
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　〇保全協Ｎｅｗsについて

　令和 3年 4月12日(第209号)、令和 3年 4月23日(第210号)で会員の皆様にお知らせした内容は
次の項目です。

(第209号)
　 1 　｢産業廃棄物処理委託契約書の手引｣(令和 2年 5月発行)の送付について
　 2　｢マニフェストシステムがよくわかる本｣(令和 3年 2月発行)の送付について
　 3　リチウムイオン電池の適正分別啓発資料(環境省作成)の送付について
　 4　令和 3年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について
　 5　第 3次岐阜県廃棄物処理計画の策定について
　 6　廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続について

(第210号)
　 1 　石綿含有廃棄物等処理マニュアルの第 3版の公表について
　 2　水銀廃棄物ガイドライン第 3版の公表について
　 3　新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について

　事務局からのお願い

※会員各位
〇社名・代表者職氏名・所在地・電話番号・FAX番号に変更が生じた場合は、事務局へFAXに
てご連絡ください。
〇ホームページを開設された場合は、ホームページのアドレスを事務局へFAXにてご連絡くだ
さい。
〇電子マニフェストに加入された場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター発行の電子マ
ニフェスト加入証の写しを事務局へ送付ください。

※正会員(処理業者)各位
〇許可証の内容に変更が生じた場合は、該当する許可証の写しを速やかに事務局へ送付くださ
い。
〇許可更新後に許可証の写しを事務局へ送付ください。

　夏季休業( 8 月13日㈮)について

　旧盆の時期には、大半の会員企業が休業とされていることから、当協会の事務局でも事務所を
閉じさせていただきます。
　今年は、 8月13日㈮の 1日間を夏季休業日とさせていただきますのでご理解、ご協力をお願い
いたします。

お 知 ら せ
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　2013年 9 月 7 日ブエノスアイレスで開かれた第125次IOC総会で東京が夏季オリンピックの開
催都市に選ばれ日本中が喚起に沸いたのは 8年前、それからエンブレム盗用の騒ぎ、新国立競技
場のデザイン変更、聖火台がないという珍事、招致をめぐる贈賄疑惑、マラソン・競歩会場の札
幌移転、森組織委員長の引責辞任、川渕氏後任組織委員長就任の勇み足報道、業務委託に関する
不審な金の流れなど、グダグダとしか言いようのない経過にあった東京オリンピック2020の開催
が日に日に迫っており、とうとうあと 1カ月半を切ってしまった。
　新型コロナウイルス感染が収束する気配はいまだ見えておらず、10都道府県における緊急事態
宣言や 8県にわたるまん延防止等重点措置が発令されている状況下にあって開催するかどうかの
最終判断は 6月末まで見送られている。

その行方は如何に…

　もし中止となれば、昭和15年（1940年）開催予定の夏季東京オリンピック、そして同じ年の冬
季札幌オリンピックに続き、日本にとっては実に 3度目の中止となる。
過去に 5回（夏季 3回、冬季 2回）の中止があるそうだが、日本が最多記録を誇る不名誉な金メ
ダルを獲得してしまうことになる。
　 1度目の夏季東京オリンピックは、昭和12年（1937年）に起きた盧溝橋事件に端を発した日中
戦争（支那事変）の勃発によって日本の国際的な孤立が深まり、欧米からの外交的圧力などによ
って中止が余儀なくされた。そして自動的に冬季札幌オリンピックも中止となった。
　 3度目になるかもしれない今回は、過去に例のない異次元のパンデミックによるものであり、
どこに非があるわけでもない。選手にとってやるせない思いをぶつけるところがないのが非常に
つらく苦しいだろうと想像する（ただ、日中戦争、コロナウイルス〈震源地＝武漢市？〉、いず
れも中国がらみであると思うのは私の偏見だろうか）。
　とにかく、どのような形であれオリンピックを目指し努力を続け、またさらにこの 1年モチベ
ーションを維持し続けた選手や関係者の方々が報われる結果になってほしいと切に願い、期待し
てその結果を待ちたい。

2021年6月10日　記　伏 見 典 郎

保全協会報「ぎふ環境保全」編集委員

　　　　委 員 長　石　田　謙　治
　　　　副委員長　小　塚　将　樹
　　　　　石　原　幸　喜　　河　原　三　次　　長谷川　光　彦
　　　　　濱　岡　直　彦　　伏　見　典　郎　　

令和３年７月１５日発行 第１２７号
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